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平成２３(2011)年度科学研究費補助金〔研究活動スタート支援〕の公募について（お知らせ）
標記の件につきまして、日本学術振興会より公募の通知がありましたので、公募要領等詳細について、以下、日本学術振興会Webにアクセスしていただき、熟読の上、奮って応募ください。
日本学術振興会Web：　http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/22_startup_support/koubo.html
１．応募資格等
研究期間２年間以内（１年間の研究計画での申請も可能です。）

単年度あたり１５０万円以下
　　　①平成２２年１１月１０日（平成２２年９月公募の応募締切日）の翌日以降、科学研究費補助金
　　　　の応募資格を得たため、平成２２年１１月に受付が行われた平成２３年度科学研究費補助金に

応募できなかった方。（例えば、平成２３年４月１日に研究機関に研究者として新たに採用さ

れた方や研究者番号は既に取得していたが、外国から帰国し、平成２３年４月１日に研究機関に新たに採用された方等。）
　　　②平成２２年度に産前産後の休暇又は育児休業を取得していたため、平成２２年１１月に受付が
　　　　行われた平成２３年度科学研究費補助金に応募できなかった方。

　　　なお、上記②の要件を有する方のうち、平成２２年１１月１０日以前にe-Radに「科研費の応募

資格有り」として研究者情報が登録されたことがある方は、応募できなかった理由等を明記した書

類（本学様式）を、４月２２日（金）までに所属事務所経由で研究推進部に提出願います。

　　※不明な点がある場合は、所属事務所へお問い合わせ願います。
　　※なお、本学の科学研究費補助金の応募資格については、2009年2月6日学術院長会で報告しておりますので、ご確認願います。（学内LANのみ参照可）
参考Web：http://www.waseda.jp/rps/LOCAL/joseikin/kaken/h21_oubosikaku.pdf
２．重複応募の制限
①一人の研究者が今回募集する「研究活動スタート支援」に研究代表者として応募できる課題数は、１課題です。

②「平成２３年度科学研究費補助金（奨励研究）」に応募した方（例：高等学校教諭・非常勤講師等）が、平成２３年４月２日から応募書類提出期限までの間に、「研究活動スタート支援」の応募資格を有した場合、本研究種目への応募は可能ですが、奨励研究に採択され、さらに「研究活動スタート支援」に採択した場合は、「研究活動スタート支援」の内定通知後、速やかに奨励研究の使用を中止し、返還の手続を行うことになります。

③日本学術振興会の「特別研究員」及び「外国人特別研究員」は今回募集する「研究活動スタート支援」に応募することはできません。但し、「特別研究員」及び「外国人特別研究員」であった方が、平成２３年４月２日から応募書類提出期限までの間に、「研究活動スタート支援」の応募資格を有した場合（例えば、助教や助手等に採用され、「特別研究員」及び「外国人特別研究員」の身分を喪失した場合）、本研究種目への応募は可能ですが、奨励研究に採択され、さらに「研究活動スタート支援」に採択した場合は、「研究活動スタート支援」の内定通知後、速やかに特別研究員奨励費の使用を中止し、返還の手続を行うことになります。

　
３．応募書類等の提出期限：所属事務所の提出日をご確認ください。
　　①応募書類（研究計画調書）は日本学術振興会の電子申請システムにより、作成・送信する。

電子申請システム　http://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html
なお、Web入力は、４月上旬以降可能となる予定です。
②所属事務所での提出書類の確認および研究推進部での応募書類の控えとするため、研究計画調書の写しを２部印刷し、所属事務所へ提出してください。
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